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誕鰹 誕

新組織名は｢鞭日本セーリング連盟(JSAF)」

「寄附行為｣、官庁と最終調整にはいる
本年5月24日、NORCと財団法人11本ヨット協会

(JYA)との間で20年来続けてきた両組織の統合の

骨格が共に機関承認されたのをうけ、5月2511に

NORCとJYAとの間で両組織の統合基本合意諜が正

式に調印された。今回の交渉は、戸111執行部になり、

新たに取り組みが再開されたもので、これまで、1

年半にわたり、各方面からの検討がつづけられ、去

へ8月22日には、両組織とも基本合意書にそった'fi、

借の細目をさらに追加確認し、機関承認した。（本

号別1mに、理事会・代議員会等、関連証1F）

これをうけ、統合準備委貝会レベルで検討をつづ

けてきた新組織の名称が「財l寸l法人H本セーリング

連盟(JSAF=JAPANSAnmGFEDERATION)」

と決定し、また、新組織の「寄附行為」（社IJ1法人

の定款にあたるものを財|寸|法人では寄附行為とい

う）草案を所管官庁と折衝する場面となった。

統合準備委員会レベルでの「寄附ｲj為」峨案が公

表されなかった背紫には、新組織を創設するにあた

り、現下の経済情勢と立法環境をふまえ、N()RCは

解散し、JYAは寄附行為・組織逆'牌MJIIII等術規則を

改訂し、両協会を統合し、財団法人11本セーリング

爵

(予告）

以下のとおI)、

予告をします。

告示することになりますので、i'i承

'約8年10月1611

選挙管理委員会委員長横11I勝亜
ニニ

社団法人日本外洋帆走協会代議員選挙告示

告示日付:1998年11月16日

選挙管理委員会委員長横山勝菫

NORC選挙規則に基づき、下記により1999年、20m

年担当の代議員選挙の告示をします。

記

1.被選挙権者：選挙の日において2年を経過する特

別会員、正会員で立候補者。

2.選挙権者：入会後60日を経過した特別会員、正

会員。

3.選挙の期日と場所：各支部において12月711．又

は以後、12月中に定めたるn．

4選出定数：各支部所属会貝のl的8年会甜納入者

数を選挙規則により比例して配分した数。

5.選挙の方法：選挙規則に基づき、各支部ごとにお

こなう。

期日・定数方法等詳細は各支部選挙管理委貝

宛問い合わせてください。

6.当選代議員の任期：新組識に移行のため、NORC

が解散した場合は、当選代議員の任期は解散ll

までとなります。

以上

1
11

)MIWとして文部省、運輸省両省共管の公益法人とな

ることから、総理府の指導で、両協会側で準備した

草案は新設法人モデルにそって大幅に改訂されると

の見通しがあったためである。

9ﾉjにはいり、両協会側と文部・運輸両省の4者折

価が何l'ilももたれ、ようやく、きたる9月30日、両

協会側と文部運輸両省実務担当官レベル間での「寄

附行為」原案が出来上がることとなった。以後、こ

の「寄附行為」原案が文部運輸両省の政策担当者レ

ベルへ格上げされ、さらに両協会側と検討されるこ

とになり、蚊終的に両省の大臣の認可をえて、新組

織が発足することになる。

これらのため、両協会側には、新組織になってか

らのlf'jこう3年|Ⅲ程度の「1礫・収支計山概要見通

し」の提川ももとめられ、これらの中で新組織の年

会我を5,500円、艇壷録更新料を年1万|｣lとすること

も合懲（前号で速鞭）するなど、統合準備委員会レ

ベルの作業は超多忙をきわめた。また、NORCは新

糾織に移行するため解散の経過をとることから、解

散・浦節に術え、迎輸省がここ10年来の決算書の再

‘'’1､職をおこない、NORCには細部数字の整合性の説

特に､次期代議員に立{|寿甫なさる会員へのお願い

社団法人日本外洋帆走協会会長戸田邦司

97．98年担当の代議員の中には、会費納入をおこ

たったり、全く出席もせず、委任状・書面議決も提

出しないという、無責任な方も数多くありました。

辿憾であります。

新組織に移行のため、諸般慎重に審議議決する

事項ばかりですので、次期代議員に立候補なさる

会員にあっては、職責を十分にご自覚いただき、

立候補いただくよう、また会員におかれましては、

l11習にとらわれず人材本意の選出方をお願いいた

します。

新組織への移行・解昔蛛§会にむけて

●会甜未納会員は議決権・会員資格を失う可能性が

あります。未納会員は至急、支部にご納入くだ

さい｡退会意志の場合、退会届けを提出してく

ださい。

●会甜納人並終期限は10月塑且です。

住所（連絡先）不明会員あて告示

1998年9月28日

社団法人日本外洋帆走協会会長戸田邦司

●会貝で住所（連絡先）を変更した場合は、すみや

かに必ずお届けください。お届けがない場合、

会員において新組織への移行・解散総会時に不

利になる可能性があります。

●以ドの会員は住所（連絡先）不明会員です。この

まま経過すると、解散決議総会において議決

権・会員資格を失う1'1能性があります。ご存知

の方はお知らせください。（8ページ表参照）
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明が求められている。また、事業、組織運営上にモ

ラルハザード（倫理観の欠如）がなかったかまで、

見解を求められている。

さらに、NORC内部では、解散後の清算もみす

えて、9月18日にははじめて中間監査が実施され、

会費・臨時の会費未納総額等に厳しい指摘がおこ

なわれた。

新組織「寄附行為｣、代議員会へ

10月24日に開催
新組織「寄附行為」原案の出来上りが見えてきた

結果、10月初旬にこれらを理1F･代議員あて準術で

きることとなったため、10月241-1(ft)に理事会．

代議員会が開かれることとなった。また、｜可時に、

両組織会長レベルでの「組織統合合意沓（記11作成

時．仮称・最終合意書)」案が9〃24日|淵催の統合準

備委員会でNORC側から提案された。理1F会．代議

員会開催日までにはこれらも準備できる兇通し。こ

れらの機関承認が必要になり、｜脈1会議には新組織関

連の議案が多数上程されることとなった。

理事。 代議員会開催（予告）

NORC理事・代議員各位

理事会・代議員会の開催について

JYAとの統合問題については、さる8月22n1"M

理事会、19983代議員会においては、9割を超える

賛成で「新組綱の骨組みのご了解をいただきまし

たが、ようやく新組織寄附行為（案）全文の出来上

がりもみえてきたこと、さらに、現段階では両会長

間における組織統合合意書（案）の合意見通しがつ

き、これらについて審議ご了解をいただくとともに、

きたる12月を予定している総会への解散決議案の附

議についても併せご了解をいただく理事会と代議員

会を以下の通り計画しております。各位におかれま

しては、ご多忙とは存じますが、是非ご川席いただ

きたく、若しご出ﾉ勝出来ない場合は普而表決による

ご回答を、必ず賜るようお願い申し上げます。

1.1998年度第9回理事会

日時:1W8年10月24日(iz)13:30～15:30

場所:東京都港区虎ノ門1-1-2iオカモトヤビル会議室

議題:統合問題等

2.1998年度第4回代議員会

日時:1W8年10月24H(土)16伽～18伽

場所:議題上記理事会に同じ
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酷
懇 鰭駕一

義事録回理事会言1ggg年度第巳
NORC系において実施Ⅲ来る規則を置く所存であ

る。

(k)新組織の中に外洋本部を設置することになって

いる。外洋本部は新組織連営規則に規定されるも

のとし、外洋本部の設置II的はNORC定款第3条

（目的）を、事業の範朋は同4条を準用することに

なる。

(1)新組織財団設立時の韮本財産は1～2億円必要と

言われている。しかし、この程度の基本財産の果

実により会の運営が出来る状況ではなく、また、

経済情勢の厳しい現状況下においては、JYAの現

基本財産500万円を大脈に変えることなくそのま

ま新組織財団の基金が決まるよう行政側に働きか

けをする。

B尾島専務理事は、NORCは解散するが、役員比

率が2:1でかつ、基本規則等の決定改正が2/3"

決となるので、対等合併といえる旨述べた。

C戸HI会長は、現交渉結果は折衝にあたった各位

の努力によるものでこれを足とすべきである。な

お、新組織寄附行為は行政側から寄附行為モデル

案等により改正指導があることが予想される旨述

べた。

D意見表Iﾘl･質疑応幹

(a)Q:竹内理邪（東海支部）へ
理事・評議員数は、新組織寄附行為の段大定数と

関係なく2:1の風数比になるよう実行定数を定め

るのか｡(実行定数は3で割り切れる数とするのか）

説Ulでは主要議決は2／3と述べたが、規則は2／3

以上としているのか。

A:高川常務理事

実行定数を2:lとする。2，'3以上である。

(b)Q:竹内理ji(東海支部）

東海支部は9jIに支部総会を開催するので、その

前に新組織寄附行為全体規則を提示してもらいた

いo

支部の位置づけを|叉1示願いたい。

A:高田常務理事

ご要望に沿うよう努力するが、支部総会時には未

だ検討中(JYAとの協議、行政側との折衝）のこ
ともあり得る。

(c)Q:坂谷理事（東海支部）

統合により設樅される外洋本部はNORCのすべて

の覗業を引き継ぐのか。JYAレースとNORCレ

ースではレースの場は閉鎖海、と外洋というよう

に異なっている。この場合オーナーのレース責一

はどうなるのか。

A:尾島専務理覗

統合により共通処理できる部IIIjは統合され、外洋

本部の事業から除かれる。（会員舗理ルール

泊地対策等）外洋プロパー的な部l'1lがあり、これ

が外洋本部の事業となる。外洋本部にも専門委員

会は設澗される。（技術･iil測等)RRSでもオー

ナーの責任は規定されており、責任問題はそれぞ

れのレースのI帆走脂示ilfで示すことになる。

A:高川常務理Tl＃

外洋本部はNORCのすべての4礫をかかえ込んで

はならない。大剛の特殊な艇椰別協会である公認

|､11体的なものにならないようにする必要がある。

(d)Q:竹内恥〃（東海支部）

統合後フリート、クラブはどのように整理するの

か。

A:尾島専務即事

将来実態的にはクラブ'i!心となる。JYAもそのよ

うに即解している。統合後検討をしたい。

(e)Q:竹内理事（東海支部）

外洋本部によりNORC系加棚､n体の総会をするの

か。

A:高旧常務理躯

ない。加盟団体（県連や支那）が各々別々に総会

を持つことになる。

の検討をしている。

(b)JYAとの交渉がネックになったのは、新組織に

おける理事、評議員のJYA:NORCの比率問題で

あった｡NORCは年末予定の解散総会を乗り切り、

また、当面新組織においての発言力を担保するた

めには2:1とすることが必要である旨、統合に関

する各会議で説明した。これに対しJYAは、さき

にNORCと合意した「日本ヨット界統合準備委員

会基本合意書」は附属文苦の｢新組織準備報告書」

と‐体のものであり、これはすでに理事会、評議

貝会で機関決定したもののため、本内容にふれる

ようなNORCの改正意見は受け入れられないとい

う意向であった。

(c)NORCは「新組織準備報告書」では理事、評議

員数は統合時の会員数比に準じた数をもって構成

するとしているが、統合時まで会員数比を確定出

来ないことは不安定であること、それぞれの会員

数について具体的に検討すると、NORCは準会員

と会友艇会員を含まず、JYAも一般会員のl/3の

会岱である高校生会員等があることを考慮すれ

ば、今春における会員数比は2.2:1であり、さし

当たり2:lの会員数比とするよう主張した。8月

lOlll刑惟された第16回l]本ヨット界統合準備委員

会は、この問題が中心となった｡JYAは、統合へ

の大吋的見地から、統合準備委員会では了承した

が最終的判断は、NORCが理事会等を開雌する8

月22日の午後、JYAも理事会を開催する計画にな

っており、l'1理事会で本件が承認されるまでは保

fWさせてもらいたい旨の表明があった。(8月22n

JYA理聯会にて本件は承認された｡）

(d)新組織の名称については、英語名ではISAFに

対応するJSAFが適当だが、この場合は日本語名

は迎盟なる。すでにJYAでは連盟用語が都道府県

レベルで使用されていることから異論もあり、本

件は執行部に一任願いたい。

(e)新組織寄附行為第3条については、語句修飾な

どに問題があれば訂正する。すでに行政側からは

「すべてのセーリングに関し」とすると既存のセ

ーリング川体との調整が必要であるとの意見がH}

ている。

(0新組織寄附行為第4条については、NORC会員か

らすでに提出されている文書による改定要望につ

いて、JYA側と一緒に検討し文書でI可答する所存
である。また、行政側から事業内容を細かくする

と邪後の押力的な事業展開が難しくなるのではな

いか。運輸省海上交通局として必要な海事思想普

及の具体的記述がないなどの意見が出ている。

(9)断組織寄附行為案については、JYAと一通り問

題点、改正個所を検討した。しかしこの新組織寄

附行為は30年以前東京オリンピックを目前に作成

されたものを一部改正検討したにすぎず、近年創

設される財卜Ⅱ法人の寄附行為の文面とはほど遠

く、また、蛾近の「公益法人の設立許可及び指導

I朧督蕪準」による改正点も含まれていない等大き

な|川迦があり、行政側からの指導を受けた修正が

9)冒川'には終了する見込みなので、その輪郭がつ

かめるまで公表はさしひかえさせていただきた

い。

(1')NORC支部と県連の|則係については、NORCの

支部は加盟団体としてJYAの県連と横並びになる

ことが決まった。

(i)理事の罷免、加盟団体への加盟・退会、事業計

l'i'i･予算の確定等の決定や改正は過半数でなく

2／3議決とすることも決まった。

0)HM事・評議員の選出方法については、新組織寄

附行為の中に規定する案で当初検討を進めたが、

行政側からの意見もあり、新組織運営規則

(NORC組織及び運営規程に相当するもの）にお

いて規定する方向で検討を進めている。この中に

おいて当面NORC系の理事及び評議員の選出は、

1.日時平成10年8ﾉ]2211(iz)10:30～13:(X)

2.場所東京都港区芝公圃2－7－3

芝公剛福祉会館3階集会室B

3.出席者理事30名中有効出恥汁26墹

(出席）戸田邦司、古川保夫、三井祥功、尾烏裕

太郎、加藤正義、高H1尚之、池川栄宏、今北文夫、

大谷正彦、野口隆司、服部一良、平賀威、1I1本尚

靖、渡辺康夫、竹内聡一、坂谷定生、小川泰義

以上17名

(書面表決）鈴木保夫、周東英卿、榛葉克也、I'I

井義博、川端治夫、渡辺行彦、‘賜場益弘、岩Ⅱ1行

史、金井寿雄以上9名

(関係者）監事市原恭夫、満lll博

4議題

（1）議案

l)新入会員の承認

2)未納で5年以上連絡のない海外滞在会員の除名の

審議

3)新名誉会員の認識

4）「新組織」の骨子と交渉の継統の承認を求める

の件

5)年会費滞納者取扱規秘の改lli

6)社伺1法人日本外洋帆走協会遊離規!!llの改112

(2)協議

支部設立基準の検討

(3)報告

199841ﾐ度本部予算の執行状況

5.議事

(1)8月22H(=t)10:30定刻となったので、jll)"M'

務理事は有効出席者数26名をⅢ認し、本恥l#公の

成立を宣言した。戸|Ⅱ会長はこれを受けて縦艮と

なり理事会の開催を寅し、縦邪録將名人に、今北

文夫理事及び服部一良理事を楯墹し、議事に入っ

た。

(2)戸田会長挨拶

NORCは現在非常に大事な時期にさしかかって

いる。私が会長を引き受けた経緯は、NORCの再

建であったが、現在はJYAとの統合を会の1I1心問

題として取り組んでいる。後刻具体的|川題につい

て説明することになるが、1I本ヨット界において

も歴史的にみて区切りの時期にある。弁位それぞ

れ意見をお持ちになっているが、これを集約取り

まとめ、会の運営に当たりたい。

(3)議題

議案1)新入会員の承認

1998年l"1Hから1998年7月3111の間、別表記

載（別表省略）の児玉蔽氏ほか284淵が特別会員

及び正会員として入会届があり、承認された。

〈賛成多数群縦決定〉

2)未納で5年以上連絡のない海外洲在会此の除躬の

群議（別表省略）の小林|則夫氏ほか108墹は、会

費が7月末現在未納で、5年以上述絡のない海外滞

在会員であり、OffShore2585･において公iIfした

がその後も連絡がないので、代議員公において除

名することについて群織を行った。

〈徒成多数排縦決定〉

3)新名誉会員の審議

横111兄氏及び森繁久撒氏は火ﾙ(湾支部から、森

岡忠美氏は近縦北|唯支部から名番会貝とするよう

推薦があり、代議員会において承認することにつ

いて審議を行った。

〈鋳成多数群談決定〉

4)「新組織」の骨子と交渉の継続の職恕を求めるの件

A高田常務理事が大要つぎの説Iﾘlを行った。

(a)ご承知のようにJYAとの統合問題は、11本ヨッ

ト界統合準備委員会と、そのドの寄附行為検討小

委会､行政対応小委員会､統合事務検討小委貝会、

会員・会費検討小委員会により、桁ﾉJ的に術問題

-2－
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(0Q:小田理事（内海支部）

統合にあたり、オフショアヨットのオーナー会

員の連絡組織を作るか。

A:戸田会長

情報交換・親睦を主体とする任意団体を検討し

てみたい。

E採決

本議案の記名採決を求めたところ下表のとおり

となった。

出 席者17名

耆面 表決者9名

合計26名

賛成

出席者出席理事全員17名

耆 面 表決者保留者2名を除く7名

24名

保留

出席者なし

書面表決 者 川 端 治 夫・渡辺行彦2名

反対

出席者なし

書面表決者なし

0名

く賛成多数審議決定〉
へ

5)年会謝滞納者取扱規程の改正

年末予定しているJYAとの統合の可否(NORC

の解散）を問う臨時総会の会員は、現に会費を

納め、責任ある意思表示が川来る方々のみに整

理するとともに、JYAとの統合問題に重要な決

定を願う代議員数を早急に確定しておく必要が

ある。除名手続の開始ﾛI能起点を従前は年末に

していたが､これを10月20日までとするとともに、

その他所要の規定の改正をしたい。本件につい

ては理事会議決とせず、次の案件の選挙規則改

正が代議員会議決であることからこれにあわせ

ることが適当である旨の意見があったが、除名

の前段階の処理規定があることから、原案どお

り理事会議決覗項としてr解された。

〈賛成多数審議決定〉

6)社団法人H本外洋帆走協会選挙規則の改正

従前の代議員の選挙は、会費滞納者が相当含ま

れている状態で代議員定数を確定したが、年会

費滞納者取扱規稗の改派により当該年度の会費

納入者数で確定することとしたいので、代議員

会に所要の改正案を提出することにしたい。

〈賛成多数審議決定〉

(4)協議

支部設立基準の検討

本件は尾島専務理事の特命により野口理事が

支部設立基準の再検討を行い、野口理事が理事

会において改めて席上配布した資料にしたがっ

て問題点の説明を行った。

(5)報告

1998年度本部予算の執行状況

1"8年度上半期が終了したので、理事会、代議

員会報告資料を鈴木理事（財務委員長）が作成

したが、所用で欠席となったため、財務委員の

小田理事が資料に従い説明した。なお、12月に

おいてJYAとの統合が臨時総会で可決された場

合は、会我の徴集をNORC会計期間l～3月(3ヶ

月）及び新組織会計期間4月～2伽年3月（12ケ

月）合計15ケ月分を徴集する複数案を検討して

いる旨説明した。

他に質疑意見等なく、以上で審議を終了し、

1998年度第8回理事会を終えた。上記議事録に誤

りのないことを証明し、記名押印する。

平成10年8月22日

談 長戸田邦司

署名人今北文夫

署名人服部一良

識，、叢篭in蛙

Tgge年度第B回代議員会議事録
t 穂f＃

篭謹

l.Ⅱ時平成10年8月22日(=t)15:30～18：側

2.場所芝公園福祉会館3階集会室B

3.出席者（代議員144名中有効出席者117名）

（出席）方栄世、林岳彦、横沢眞則、市村俊明、平

田克己、烏山睦郎、○別部尚司、

高村宏、○関恭一郎、清水泰文、○伊藤彰男、雌山

勝済、斉藤晴彦、畑田晴彦、大野健作、浪川宏、竹

内聡一、都築勝利、大矢隆、福田義一、小田泰義、

坂谷定生以上22名

（○は16:㈹以降出席者）

（書面表決）大儀見薫、古屋静男、中谷林平、岩澤

文男、安高知二、前田泰明、田中一美、鈴木利夫、

万里小路昌秀、初鹿野幸生、〃f藤三次、沼田尚文、

原Ⅲ八郎、米原守、日向野行平、児玉源寿、池田栄

八、高野克己、福林紀之、大蔭雅彦、佐藤勝、脇坂

へ菊雄、田辺秀明、大石好幸、小河原隆、宮澤秀治、

布川徹、野口惣治、大川和好、安木邦貴、古川利勝、

加藤直治、山崎正二郎、関光志、中里英一、大坪明、

末松明、伊達健太郎、船木幹也、早瀬次郎、小林勝

海、金井寿雄、野田福美、廣本賢郎、井岡裕昭、余

田実、阪田栄一、田村治久、村瀬保文、111内義典、

立川敏章、西啓、藤本直樹、藁谷俊哉、関野文夫、

出中康一郎、笠原文和、揖野酵一、上羽正男、貞松

猛郎室井誠、植松由量、土井収二、井野裕、門田久

志、金剛正和、妹尾達樹、松本剛一、小林昇、寺川

良孝、111本善徳、識名朝典、剥岩政次、四田兼義、

杉本光昭、柴仔l祁敏、飯島賢司、F1井義博、渡辺行

彦、鈴木幹夫、阿部嶺男、堀l刊和正、二村ll{{治、森

｜湖稔夫、萩須文一坂倉純三山｢H邦彦丹羽英夫、

鬼頭洋二、五藤敏、馬場益弘、荒木義正、津野守邦、

栗林裕之、大I1眞司以上95名

4.議題

(1)議案

l)未納で5年以上連絡のない海外滞在会員の除名

2)新名誉会員の推薦

3)「新組織」の骨子と交渉の継続の承認を求めるの件

4)社団法人日本外洋帆走協会選挙規則の改正

(2)協議

支部設立基準の検討

(3)報告

1M年度第8回埋覗会の概要

5.議事

(1)8月22日（土)15:30定刻となったので、加藤常

務理事は有効出席者数114名を確認し(16:㈹以降

は117名)、本理覗会の成立を宣言した。戸田会長

はこれを受けて議長となり代議員会の開会を宣

し、議事録署名人に方栄世代議員及び大野健作代

議員を指名し、議事に入った。

(2)戸田会長挨拶

NORCは現在非常に大事な時期にさしかかって

いる。私が会長を引き受けた経緯はNORCの再建

であったが、現在はJYAとの統合を会の中心問題

として取り組んでいる、後刻具体的問題について

説明することになるが、日本ヨット界においても

歴史的にみて区切りの時期にある。各位それぞれ

意見をお持ちになっているが、これを柴約取りま

とめ会の運哲に当たりたい。

(3)議題

議案

l)未納で5年以上連絡のない海外滞在会員の除名

A別表記戦の小林闘夫氏ほかl"名は、会費が7月

末現在未納で、5年以上連絡のない海外滞在会員

であり、Offhore258号において公告したが、その

後も連絡がないので除名することについて審議を
行"-､ナ、
j J ノ ' － 0

B意見表明・質疑応答

(a)Q:横沢眞則代議員（三浦支部）滞納通知は今迄

発送していたか。

Q:大矢隆代議員（東海支部）唐突な除名にならな

いようくり返し滞納通知をすべきである。

A:高田常務理事

除名は今迄も毎年実施している。今回の分は本来

ならすでに除名対象であったが、データーの轄理

が出来たので除名することにした。住所不明が大

部分である。今回はO"hore258号にも掲載した。

(b)Q:林岳彦代議員

除名された人が改めて入会する場合と、滞納会費

を支払い会貝を継続する場合の経費を比べるとど

うなるか。

A:高田常務理事

会費のみでみると除名再入会の方が安い。（会員番

号が新番号になるデメリットがある。）

〈賛成多数審議決定〉
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2)新名誉会員の推薦

横I_1l晃氏及び森繁久彌氏は東京湾支部から、森岡

忠美氏は近畿北陸支部から名誉会員とするよう推

薦があり、承認について審議を行った。

〈賛成多数審議決定〉

3）「新組織」の骨子と交渉の継続の承認を求めるの件

A高田常務理事から大要つぎの説明を行った。

(a)理事、支部長の方々には7月下ｲﾘに本Hに理覗

会を開催する予定である旨連絡したが、代議員の

ノj々への開催通知が遅くなった。その理由は新新

組織の理聯・評議員のJYA:NORCの比率問題の

交渉がJYAとの間で難航し、8月10Hまで妥結し

なかった。8月10Rに代議員会の開催が出来る状

況になり、これらについて、承認をいただく必要

があることから、急きょ通知をさし上げた。急な

招集にもかかわらず110名を越す有効出席者を得

たことに感謝する。

(b)ご承知のようにJYAとの統合問題は、日本ヨッ

ト界統合準備委員会と、その下の寄附行為検討小

委員会、行政対応小委員会、事務統合検討小委員

会、会員・会費検討小委員会により、精力的に諸

問題の検討をしている。

(c)JYAとの交渉がネックになったのは、新組織に

おける理事、評議員のJYA:NORCの比率問題で

あった。NORCは年末予定の解散総会を乗り切り、

また、当面新組織においての発言力を担保するた

めには2:1とすることが必要である旨統合に関す

る各会議で説明した。これに対しJYAは、さきに

NORCと合意した「H本ヨット界統合準備委員会

基本合意書」は附属文書の「新組織準備報告書」

と一体のものであり、これはすでに理事会、評議

員会で機関決定したものであるため、本内容にふ

れるようなNORCの改正意見は受け入れられない

という意向であった。

(d)NORCは「新組織準備報告書」では理事、評議

員数は統合時の会員数比に準じた数をもって構成

するとしているが、統合時まで会員数比を確定出

来ないことは不安定であること、それぞれの会員

数について具体的に検討すると、NORCは準会員

と会友艇会員を含まず、JYAも一般会員の1/3の

会費である高校生会員等があることを考慮すれ

ば、今春における会員数比は2.2:1であり、さし
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当たり2:lの会員数比とするよう主張した。8)I

10H開催された第161''111本ヨット界統合準ｲlili委員

会は、この問題が中心となった。JYAは、統合へ

の大局的見地から、統合準備委興会では了承した

が最終的判断は、NORCが理事会等をIIM雌する8

月22Hの午後、JYAも理事会を開催する計mllにな

っており、同理邪会で本件が承認されるまでは保

留させてもらいたい旨の表Iﾘlがあった。（8ﾉ-12211

JYA理事会にて本件は承認された｡）

(e)新組織の名称については、英諸名ではISAFに対

応するJSAFが適当だが、この場合はH本誌名は

連盟となる。すでにJYAでは迎盟川諦が都道府I,↓

レベルで使用されていることから異論もあり、本

件は執行部に一任願いたい。

(0新組織寄附行為第3条については、締ｲﾘ修飾なとﾞ

に問題があれば訂1[する。すでに行政側からは

「すべてのセーリングに関し」とすると既存のセ

ーリング団体との洲整が必要であるとの愈兄が川

ている。

(9)新組織寄附行為第4条については、NORC会員か

らすでに提川されている文書による改定要望につ

いてJYA側と一締に検討し文』身で|Ⅲ|答する所存で

ある。別途行政側から事業内容を細かくすると'M

後の猟力的な事業腱IIMが雌しくなるのではない

か。運輸省海上交迪jrjとして必要なi〃M.I&!想杵及

具体的記述がないなどの愈兄衣lﾘjがl1}ている。

(h)新組織寄附行為案については、JYAと一皿りl川

題点、改正佃所を検討した。しかしこの新弗l1織尚：

附行為（案）は30年前抑i(オリンピックをllliiに

作成されたものを一部改lli検討したにすぎず、近

年創設される財|､il法人の‘尚:附行為の文liliとはほど

遠く、また、妓近の「公碓法人の設立詐nJ及び指

導監督基準」による改jf点も含まれていない等大

きな問題があり、行政とのある1I1皮の洲終が9）1

中には終了する見込みなので、その'陥郭がつかめ

るまで公表はさしひかえさせていただきたい。

(i)NORC支部と喋連の関係については、NORCの支

部は加盟団体としてJYAの県述と横雌ぴになるこ

とが決まった。

(j)理事の罷免、加盟団体の加M1･退会、-'lf%iil･

画・予算の確定等基本規則の改正は過半数でなく

2/3議決とすることも決まった。

(k)理事・評議員の選出方法については、新組織滞

附行為の中に規定する案で当初検討を進めたが、

行政側からの意見もあり新組織「述憐規則」(N

ORC組織及び運営規程に相当するもの）において

規定する方向で検討を進めている。このIIIにおい

て当面NORC系の理事及び評議員の選出は、NOR

C系において実施出来る規則を拙く所存である。

(1)新組織の中に外洋本部を没慨することになって

いる。外洋本部は新組織「逆営規則」に規定され

るものとし、外洋本部の設置II的はNORC定款第

3条(11的）を、事業の範州はlii14条を唯川するこ

とになる。

(m)新組織財団孜立時の堆本財脈はl～2億}ﾘ必要と

言われている。しかし、この程度の堆本Ⅱｲ･雌果災

により会の運営が川来る状況ではなく、また、絲

済情勢の厳しい現状況下においては、本件につい

てはJYAの現基本財産500"|11を火II1l,1に変えるこ

となくそのまま新組織財|ﾘ1の堆金が決まるようｲ「

政側に働きかけをする。

B意見表明・質疑応群

(a)Q:市村俊1m代議員(2111支那）

統合後4年間はNORC系、JYA系というような会U
について旧組織別終111があるのか。

A:高田常務理事

理事、評議員選挙等でl1lfll織別会貝幣即が一定期

間存在する。将来的には無くなるべきものと考え

ている。

(b)Q:市村俊明代議員（三崎支部）

NORC支部が加盟団体になると、今迄のNORC会

員はどうなるのか。

A:II",1III常務理事

会員に関する規定は新組織寄附行為には書かれず、

組織運営規則の中に規定されることになろう。現

JYAでは県連への会費納入者に対し、便宜的に

JYAから会員証を発行しているので、同じ措潰を

とることになる。

(c)Q:横沢眞則代議員（三浦支部）

NORCとJYAが統合する場合、何がメリットとな

るか。新組織準備報告書でかねてよりわが国のセ

ーラーのためにセーリングを統括機関は一つであ

るべきと考えていたとしているが、ディンギーク

ラスには統合のメリットがないのではないか。一

方、NORC側もアイデンティティを持ち、何をし

たいかを、自ら考えなければならない。

A:"lⅡ常務理事

過去においてすでに述べたが、大要はディンギー

からクルーザーまで含まれる一つの団体が適当で

あり、世界的傾向としてNAは1国l団体であるこ

とが望ましい。メリット・デメリットは人それぞ

れの立場でも評価が異なるものであり、一概にこ

れがﾒﾘｯﾄ､これがヂﾒﾘｯﾄと押しつけるこ

とができるものではない。

A:尾島専務理31

トウキョウズカップ’98ヨットフェスティバルに

おいてもJYAとNORC共催で参加艇は増加してい

る。双方統介によるメリットがあるとしてふみ切

るものである。

(d)iWlll常務理事

統合交渉をふり返ってみると、程度の差はあるが

その都度執行部が会員に蝿告し承認を得て行って

きた。現執ｲr部もその延長線上において行い、間

もなく統合に至ろうとしている。細かい点につい

ては1()()人1側様の意見がある。最終的には全員の

2'3の合意を公約数として得ることで進みたい。

(e)小Ⅱ1泰義代議員（内海支部）

私は会員・会費検討委員会に参画しているが、新

組織の会員は10代の若年層から高年齢者まで含む

広い年令幅があり、艇種もディンギーからクルー

ザーまで含む団体になるべきだと思う。これは関

西ヨットクラブの役員の立場にたっても同感であ

る。

(0平Ⅲ克己代議員（三崎支部）

統合の検討状況を聞き、素直にうれしく思ってい

る。執行部の努力に感謝したい。

C 採 決

本議案の記名採決を求めたところ下表のとおりと

なった。

出 川者22名

州､表決稀鯛名

合計117名

賛成

11l),!勝者代議員22名中

保留代議員1名を除く21名

神川表決符代議員中

保留4名、反対5名を除く郡名

1W名

保留

川l,'iWH･横沢眞則

11fm表決者・安商知二余1M実妹尾達樹

llllll邦彦

5名

反対

川席粁なし

tlFⅢ表決者大儀見薫児玉源寿山内義典

二村昭治津野守邦

5名

く賛成多数審議決定〉

4）社Ⅲ法人日本外洋帆走協会選挙規則の改正

A午liiの理事会における年会費滞納者取扱規程の

改正の審議決定により、現に会雷を収め、責任あ

る愈志表示の出来る方の数による代議員の選挙を
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する堆礎がⅢ来た。これを受けて選挙規則につい

ては年内にスムースにⅢ来るよう手続期|川を短く

する等､所要の改正を行うことについて審議した。

なお、次期代縦貝は代縦員数を会fY納入者数の

30人に1人とすることとしたため現行約150名から

大幅に減少する見込みである旨脱Iﾘjがあった。

B恵見表明・質疑応答

Q:横沢眞則代砿貝（三illi支部）

会員が会費を支払っても、リ職的処HMが悪いため

か会我滞納通知が数多く会員に)I(いた支部がある

ようだが、今後どのように処理するのか。

A:IMI1I常務理1j

会費納入の窓口は支部である。本部では本年度か

ら会員管理について、入退会、艇蔽録、会費等納

入状況が一覧出来るデーターベースを作成した。

会費納入状況の本部におけるチェックは、会費・

舟艇登録料納入番、III込諜顛等、入金の3個の内

容が整うことを条件としている。（本部受領前は

支那の責任、受領後は本部の黄任と考えている｡）

各支部は本部に速やかに上述の3件を111時通知願

いたい。

（笹成多数群識決定〉

(4)協縦

支部設立雅準の検,緋

本件は尾島専務理聯の特命により野IIJI!事が支部

設立雄準の検討を行い、野IIJll!""'lI会におbへ
て改めて席上配布した背料にしたがって問題ﾉ､'､(の

説|ﾘlをｲjった°

(5)紺借

1IX)8年度節81'1lHI邸会の概要

1998年度第81''lfII!,lf会は本lllO:30から13:00の

間、代識貝公とIIT1じ会場で、打効11l席稀26斜にて

開催され、全議案、協縦1砿(、搬告事項とも群議

決定、協議、報告了承がされた旨報告した。

とくに、1"8年度本部予算の執行状況について

は鈴木珊邪(llｲ務委員長）が資料を作成したが所

用で欠席したため、財務委uの小111理靭が資料に

従い説明した。なお、12))においてJYAとの統合

が臨時総会で可決された場合は、会甜の徴集を

NORC会計期間l～3JI(3ケj-l)及び新組織会計期

間4月～2咽年3)1(12ケノ1)合計15ケ月分を徴集

する複数案を検討している胃報告した。

(6)その他

A林岳彦代議貝（三崎支部）からNORCエンサイ

ンは継続するかとの質問があり、執行部から統合

になれば新たなエンサインを制定することになる

予定である旨説明した。 ノー
B執行部から、統合後オフショアヨット所有者等

による征意1,Ⅱ体設,)iに備え、NORCの商標登録状

況を詞森するため弁理士から見稿書をとり検討中

である旨説lﾘlがあった。

CIFI11監事から、NORCが解散統合すると清算事

務が統合後発生する。浦算入は別途選定されるが、

その前に本部、支部の決算が正しく行われなけれ

ばならない。本部、支那それぞれ朧事が慨かれて

いることからそれぞれが責任もって艦在すること

としてもらいたい胃発涛があった。

D山本即琳から、什位に席上配布したとおり、

ORCクラブリーフレットが送られて来ており、内

容は()RCクラブ簡易ハンディキャップシステムの

採用について問い合わせているが、NORCにはCR

があり、今後の対応を検討することにしたい旨発

言があった。他に便疑葱兄聯なく、以'二で審議を

終了し、1998年度第31'11代談ll会を終えた。上記

議事録に誤りのないことを祉Iﾘ'し、記墹押印する。

平成10年8月22日

識 長戸川邦司

料名人方栄世

料名人大野健作
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日本ヨット界統合準備委員会議事録(第1う回）

日時平成10年9月2日(水)18W～211X)
場所岸記念体育会館505会議室

川席者(順不|則・敬称略）

JYA側米沢一、貝道和昭、岩Ⅱl直幸、栗田栄一郎、イj馬敬三

NORC側古川保夫、尾島裕太郎、加藤正義、高田尚之、鈴木保夫

(1)会議は、JYA貝道委員の両j会によって進ｲ『された。冒蝋、第%回東京I｣<I際

ボートショウ企阿案内の内容説明があり、ヨットコーナーIM設の是否につ

いては双方それぞれに責任者を定めて細部の検討をしたい旨、発言があり
了承された。

（2）8月22日、JYAは理事会、NORCは総務委員会、理yf会、代議員会を淵樅

した。その時の状況について先ずJYA側から、新組織の名称は｢1本セーリン

グ連盟OSAF)とすることで理事会決定した。寄附行為については現行のもの

に基づいた改正案を作成し、その素案を文部省に提出している。特に第16*

（加盟団体等)及び附則の記載事項について説明したが、現段階の内容として

特に異議なく了承された。また、9月2日の顧問会ではこれまでの経過と現在
の状況について報告したが、特に異議なく了承された。

続いてNORC側から、「新組織の骨子と統合交渉の継続の承認を求める件」

の議案の賛成率は9割を超えたこと。また､年会費滞納者取扱規程の改正によ

り、12中旬開催予定の解散総会前に年会費滞納背を退会にすることができる

ようにした旨説明した。

(3)当面の課題として、寄附行為修正の早期実施と予算計画の作成があげられ

琴｡特に予算計画は､外洋本部に特別会計を設けることについては問題な
､が、管理費・事業費等の収支関係や勘定科||の立て方等については早急

1こ検討する必要があると双方理解し、早急に検討することになった。今後、
予算書は、当面双方の事務局で作成作業を行い、聯後の予算書をまとめる

1ggg年B月22日開催の総務委員会(支部長会)の
概要報告

総務委員会（支部長会）が8月22日(=t)13:50から15:20の間、芝公刷福祉

会館（東京都港区芝公園2－7－3）で開催され、以ド別紙内容について高川常

務理事が中心となり説明しました。今回の支部艮会には、東京湾、三崎、三油、

湘南、東海、近畿北陸、内海の各支部長（一部代理）が出席しましたが、欠j冊

の支部もあり、事務作業実施上の亜要なポイントの説明、協議についての概要

を別紙のとおり取りまとめたので、今後は別紙資料に沿って事務処理をするよ

うお願いします。

匠

総務委員会（支部長会）の概要

異きめに（本部の責任と支部の責任の境界について）

E合が見えて来て、今後、議決権の確定、諸決議の審議等が行われます。会

員の中に強硬な反対論者がおり、また、その方々を利用したり、あおったりす

る会員もいます（フリートの会計が合わないからと訴訟中のところもある現況

です)。

執行部では、将来「会員地位の確認の訴え」とか諸「決議の無効の訴え」と

かの訴訟をおこされることも巷慮し、すでに弁護士と相談をしながら対応をす

すめていますが、この際、本部の責任と支部の責任の境界を|ﾘI碓にしておきた

いと思います。

会費、申込耆等は支部経由、本部に渡り処理されていますが、本部では、本

部の口座に入金、本部受領により本部の責任が開始すると考えていますので、

入金、書類の支部滞留にはご注意下さい。

状況により、支部の責任が発生しますと、将来、訴訟等がおきたとき、被佇

関係者として支部から度々のお出ましを願わねばならない覗態も想定されます

ので、支部事務の強化と本部支部の連絡をより密にお願いします。

協議事項

①書類と経理のシンクロ処理

本部の会員管理データベースは、書類手続と経理処理状況が同時に判|ﾘl川来

るよう構成している。従前の会員管理では会獅・舟艇磯録料納人苫、111込,喋

類等、入金は別個に事務処理してきたが、現在はシンクロ処理をしている。

したがって、支部から会費・舟艇登録料納入書なしで送金されたような場

合はデータベース登録が出来ないので、必ずこの3つの塀務処理をi11時にし

てほしい。（本部の責任はこの3つの資料到着後発生するものとする｡）

②住所不明会員の洲査・チェック

毎年の除名会員や会賀未納会員の中には転居等による住所不iﾘlが多数存在し
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プロジェクトは、会11･aff検討小委貝会が継承することで丁承された。

(4)各小委典会関係1噸として次の脱Iﾘ1があった。

会員・会費検討小委貝会から、会費は55㈹|リとし、その内訳として従来から

考えられてきたルールブックの硫算は止め、その分を保険料に充当するよ

うにした。保険の繩別内秤等についての細部は検討中であると説明された。

この際会u問題に関し、特に財川法人の会員とは何かについて早急に検討

する必要があるとの懲兄が出された。今後この問題は寄附行為検討小委員

会において検i汁することとなった。統合事務手続検討小委員会関連では、

iを催・後援・共催等の"職統制を4)1111新組織の発足前までにつめることが

必要である、との愈兄があった。

(5)NORCから、公益法人解散手続の進め方及び統合推進のⅡ安としてのスケ

ジュール脱Iﾘlがあった。

また、寄附行為及び迎営規則検討のために、海蜘関係専i'11の顧問弁護士を

双方で雁ってはどうかとの懲兄が出された。JYA側は、顧問弁護l青の件につ

いては9ﾉ11911間樅予雄の珊瑚会に提議し検討したい。顧問料についての情

報がほしいH.，IIIし入れた。

次胆l、日本ヨット界統合準備委員会は、9)124H(,k)1830からNORC会議室に
おいて開催する。

砿題

(1)ﾘ礫計仙i･予算沓について

(2)寄附行為について

(3)その他

12成10年9月281-1

社l寸l法人11本外洋帆走協会

砺務理蛎尾島裕太郎

財ljl法人|1本ヨット協会

理事長貝道和昭

ている。転居先を確かめるのは大変な作業であるが、努力を願いたい。近々

本部データーベースで、住所不lﾘl会員一覧表を作成するので調査、チェック

をお願いする。

③会費納入期限の徹底④会l:1への会撹納人督促

会の収入の埜盤は会岱である。8月現在約Ⅸn名が会費未納である。滞納者に

は納入方をくり返し腎促願いたい。本'二l午前の1"8年度鋪8回理事会で年会

饗滞納者取扱規租の改正をしたが､先ず滞納肴に対しては督促が先決である。

（特別会員約2別名未納代識員約"名未納）

⑤手持ち会u，会貝異動の至急本部への述絡

先般OHShore"9号に本部データーベースで滞納となっている会員に督促通

知を|可封したところ、会側から納入済の連絡を多数受けた。①とも関連する

が、支部は手持ち会員をためることなく本部へ事務処理してほしい。次回の

支那からの報告は9月2011締切りだが早1-1に処理してほしい。特に手持ち分

については、鋤||を待たず処理をお願いしたい。

⑥新代議員の週11

本年度末は代議貝の改選をする時機になっている。1(XX)年度活躍する代議員

は統合に関しl～3j1間に数llll会合を行い、重大な決定をお願いすることにな

る。人数は2年前に比べ会費納入者数で支部割り当て数が決まるので相当減

少する。11)11511代磯貝数を確定し、支部別数が通知される。選挙の予備公

示はOKshoreに掲赦する。lljll611を公示予定日とし、12jj中旬までの選挙

を想定しているのでよろしくお願いしたい。

⑦「新組織」の文部のあり方予想⑧支部Mｲ産の早IIの処理

⑨「新組織」についての恵兇交換

NORCの各支部は、今後は都道府県ヨット連盟とl'1じく加盟団体として存続

する。外洋本部は艇穂別協会ではなく、外洋本部の下に従前のNORCであっ

た支部の川WNI体が直接ぶらさがるものではない。

各支部は統合を機に、それぞれのベストの組織をつくることができる。

（経理的なl111題点、処HMはこの会繊において説Iﾘlしたが、その内容は別途通

達く外I帆第98-38号、平成10年8)127Ⅱ、各支部におけるこれからの経理処理

について>することになった｡）

⑩その他

1戸1I1会艮から海技免状問迦で次の説|ﾘjがあった。

a)海技免状の更新における会此の股!"l[IﾘIは、支部長証lﾘlで可能であるこ

とを承知してほしい。

b)今後は小型船舶操縦l免状については、客を乗せる免許と単なる遊びの

免許を分けるようlllし入れている。遊びの免許は実技試験がなくとも免許

を｣J･えることができるよう検I汁がされている。

c)身体的な欠陥符に対する耐支免状取祥についてもI'Imj!判剛様の規制の緩

和がIXIられるよう側きかけをしている。祝ﾉJはむずかしいが、手足不自由

者は添釆打にオーダーすれば良いようにしたい。

2WI_IJI邸から、JI|!!"会、代縦貝会の協縦4噸になっている支部設立基準

の検討-について説lﾘlがあった。
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鱗ｳ琴AWASHOKENCUP支部

第26回阿波踊りレース成績(ﾉﾝﾚー ﾃｲﾝグ部P＝､藻ズッー

総 合 順位艇名 艇 種総合順位艇名艇
1アカウーピ ン e u r e k a -3111SEAGULLX-79

2アーリーバードジャヌー35ワン デザイ12イレジステイブルIMX-I

31LSERAFINOY-26 SU13REGULUSY-251

4MI-AMORmY33Sl4ビバーチェBM-2

5 P A MAバルチック4315プリシーラインメ

6Frien d S - I Y - 3 0SI16VELOCEWYOKI

7ApplauseY-28S17海鳥エスラ
8イエローマジックメルジェス2418UMADORI5エリラ

9ブルーシーガルⅥDHL36cwsl9ゲンゴロウマルY31S

10ウェーブX9920CarolinePION

艇種
X-79

1MX-38

Y-25MKI

BM-22

イングリス37

YOK30-C

エスプリ・デュ

エリオットllm

Y31S

PIONEER9

ﾉ､ン

第1迩回日韓親善DOCOMO九州カツプヨツトレニス実施要頃
1.主催

第14回日韓親善DWoMo九州カツプヨツトレース

実行委員会

2.共催

（社)日本外洋帆走協会玄海支部

（社)韓国外洋帆走協会

対馬セーリングクラブ

3.特別共催

朝日新聞社・東亜日報(韓国）

4.タイトルスポンサー

NTT九州移動通信網株式会社

5.協賛

キリンビール株式会社九州支社

6.後援

福岡市、長崎県、厳陳I1｣-、釜lll広域IIr、対馬観

光物産協会、厳脈111J.観光協会対賜町村会、厳原

町商工会、RKBmll放送

7.協力

福岡市立ヨットハーバー公社、株式会社関福岡

マリーナ、韓|_'il海洋弊察庁釜1I1文化放送、在日

本大韓ヨット協会、海上rl衛隊対馬防備隊

8.日程

4月29日（木）

銘伽キリンカップ対馬レース艇長会議

（小ノゴヨットハーバー会議室）

10伽スタート（小戸沖）

4月30日（金）

l鋤タイムリミット

14伽表彰式・出国手続き

5月1日（士）

12伽釜山入国

14鋤入匡l手続き

5月2日（日）

10伽釜山レース(仮称艇長会縦

12伽釜l11レース(仮称)スタート

1630DmoMoカツプアリランレース艇長会議

18伽前夜祭

5月311(月）

1lmDWoMoカップアリランレーススタート

5月5ロ（水）

12mDoCoMoカップアリランレースタイムリミット

15伽表彰式

9.適用規則

ISAF競技規則、NORC外洋レース規則（鋪3

条は除く）、アリランレース特別レーティング、海

上衝突予防法、アリランレース特別安全規則、本実

施要項、および帆走指示苔。規則に矛盾があるとき

は帆走指示書及び実施要項を優先とする。

10.コース及び公式距離

①キリンカップ対馬レース

小戸ヨットハーバー沖スタートラインから

対馬厳原港ロフィニッシュライン迄

公式距離：62マイル

②釜山レース(仮称X社)韓国外洋帆走協会主催、詳細

は未定

③DoCoMoカップアリランレース

釜山市廣安里沖スタートラインから

小戸沖フィニッシュラインまで

公式距離:107マイル

11.参加資格

＊レース部門

①小型;燗ﾛ検査機構の「沿海雅準｣、「限定沿海で臨

時航行」以上を備えた艇。

"RCカテゴリー3以上の設備を備える艇、｛llし通

信手段は国際VHF、もしくは国際VHFを聴

取できる受信機及び事前にレース委員会に承認

を得た通信手段を有する事。

③レース期間中、ヨット賠償貨任保険に加入してい

る艇。

＊クルージング部門(機走可）
①小型船舶検査機構の「沿海基準｣、「限定沿海で臨

時航行」以上を備えた艇

②国際VHFもしくは§舗白電話を有する艇。

③レース期間中、ヨット賠償責任保険に加入してい

る艇。

12.泊地

参加艇は、実行委員会が指定した場所に停il'lしなけ

ればならない。

13.賞

①キリンカップ対馬ヨットレース修正成績1位～3

位、その他多数

②釜I11レース(仮称）豪華商品多数

③NTTDoCoMoカップヨットレース修正成績1位～

3位、その他多数

－6‐

14.参加申し込み

【申込先】
〒814-1131編岡県前原市篠原897-2

まつお歯科内NORC玄海支部

Fax:"23244244(Fax専用）

【申込期間】
IM始:1999年1月1日（金）

締切:1999年2月15H(月）正午

※III込苔および登録料の納付をもって申込受付の完

了とする。

【提出書類】
①参加III込書

②船検証のコピー

③クルーリスト(3月20日迄で可）

④CRを持つ船はレーティング証書のコピー

⑤賠償貨柾保険証普のコピー

【登録料】
NORC登録艇::1艇50,000円

非釜録艇:1艇60,000円

乗典(NORC会員):1人20,000円
←非会員:1人28,000円

※納付された釜録料は、‐一切返却しない。

艇の登録料には川人l玉l手数料、釜l1lでの係留費等が

含まれています。乗員登録料には各パーティー費用

が含まれています。

【登録料振込先】
西|]本銀行犬神北支店普通0316110

NORC玄海支部松尾賢比占

【締切以降の申し込み】
締切以降のIIIし込みについては、実行委員会で検討

の上、エントリーを認める場合がある。但しその場

合の登録料は、レイトエントリーフイーとして別途

20町)円を徴収する。

15.参加の拒否および取消

安全性に問題がある等、参加が適当でないと実行委

貝会が判断した艇に対しては、参加を拒否もしくは

取り消す場合がある。

16.参加艇の責任

参加艇が出航するかどうか、或いはレースおよびク

ルージングを続行するかどうかは、その艇の責任で

あり、艇や乗員の事故（死亡、傷害、沈没、破損等）

および第三者に対する損害については、当実行委員

会はいかなる責任も負わない。
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ニッボンカッブgヨマッチレーズ

大会開催要綱抜粋

大会名：ピザーラ･MR-Gニッポンカップ'98マッチレース世界選手権

開催日程:1998年11月8日（日）～15日（日）

開催場所：神奈川県葉山町・葉山マリーナ沖

主催：葉山マリーナヨットクラブ

共催：財団法人日本ヨット協会(J.Y.A)、社団法人日本外洋帆走協会(N.0.RC)

参加選手：海外招待選手10チーム

競技使用艇：フランスベネトウ社製FIRST31.7

レース方式：マッチレース方式で、ラウンドロビン（総当たり戦）を2回行い、

セミファイナル、ファイナルを行う。

ホームページ:http://www.hmyc.org/nipponcup/

ノ

メルボルン／大阪ダブル八ンドヨットレース推進協議会

OSAKACUPメルボルン／大阪ダブル

八ンドヨットレース1999エントリー数、

6カ国17隻に

飾り、今回は1999年始めに進水する13mの新艇に自ら乗り込んでの参

加です。さらに、ニュージーランドからは、今回初の女性ペア、ロ

レル・チヤプマンさん（34）とイヴオンヌ・デイグルータさん（29）

がエントリー。多彩な顔触れになってきました。

また、レース中の通信手段はこれまで無線のみで行っていました

が、このたびレース海域全域から音声による通信が可能が衛星通信

機器の搭載を認めることになりました。現在、その目的で使用可能

な機器は、静止衛星を利用したインマルサットマリンミニMと軌道

衛星を利用したイリジウム（衛星電話：今年lljjサービス開始予定）

の2つです。このような機器の採用により、レース1'1の参加者の生

の声を紹介できるn]能性が出てきました。

さらに、同レースの特別番組が大阪のABC朝日放送で制作、放映

されることが決定しました。レーススター1,から可能な限りレース

中の情報も織り交ぜながらフィニッシュまでをカバーしたドキュメ

ンタリーです。放映は来年6月頃を予定します。

来年1999年4月17日にメルボルンをスタートする大阪市企阿のヨッ

トレース「OSAKACUPメルボルン／大阪ダブルハンドヨットレース

1999」のエントリー艇が日本,オーストラリア、ロシア、パプア・ニ

ューギニア、アメリカ、ニュージーランドの6カ国から17隻になりま

した。

今年10月30日のエントリー締め切りまで、引き続きエントリーを

受け付けます。

1987年の第lIITIレース以来、初めてパプア・ニューギニアからの参加

となるエリザベス・ウオードレーさんは、若干18歳ながら、12,000海

里（約21,600km)のI可航クルーズと4,000海里（約7,200km)のレー

ス経験があります。ロシア、ウラジオストックから参加するセルケ

イ・シボテンコ氏（37歳）は1991年の第2回、1995年の第3同レース

に出場、さらに昨年の国際帆船レース「SAILOSAKA'97」にも参

加しています。今回は、ロシア語で「風」という意味のヨット「ヴ

ロ更イータ」で出場です。アメリカ、シアトルから参加のジェラルド．

，ロンフッド氏(71歳）は、ヨットで地球を2周するという豊富な経験を持

お知らせ
OSAKACUP1999準備室の住所、連絡先が変わりました。

559-0034大阪市住之江区南港北l-14-16WTCビル45階メー

ルボックス112

Tel:06-569-6301

Fax:06-569-6302

E-mail:osakacup@g01°C0m

ちます。

その他、オーストラリアからヨットデザイナーであり冒険家でも

あるデビッド・プライス氏（27歳）が参加します。アルミ製のヨッ

トで南極へ311il航海しており、今年年末と来年早々にも南極方面へ向

かいます。同じくオーストラリアからはヨットデザイナー、ジョ

ン‘セイヤー氏（42歳）が参加。氏は1991年レースでクラス優勝を

g月10日時点でのエントリー状況

国
日本

オーストラリア

艇 名
未定

アルスター

クルー／共同スキッバー
谷川治彦（40）

ジョン・ダンカン（36）

ビクトリア・ジョーンズ(50)
アルウィン・ノセダ（57）

スキッバー

白石鉱次郎（

血
１
’
２

欠郎（30）

一・バーギン(82）アルヒー

ジョシュア。ジョーンズ（62）

ノーバート・クロッツ（42）

デビッド・ハンナ

ラングーン

オーストラリア

オーストラリア

３
４

未定

未定

ブリンダベラⅡ

ルナ・ブロミネンス

ノッツ

スビリット・オブ･ダウンアンダー

ヨーコ

オーロラ

ウ．イータ

デキシー・チキン

バルボァ

セイヤーナラ

ブリティ・ボーイ・フロイト

北澤幹（29）

ピーター・ブランド（29）

日本

オ ー ス ト ラ リ ア

小村貴司（23）

サイモン・ケレット（38）

５
ｌ
６
ｌ
７
ｌ
８
ｌ
９
－
扣
一
桐
一
値
一
迫
慨
一
幅

マレー･ジェイコブ（52）
宇都公博（40）

口ジャー．セイヤーズ（55）

宇都光伸（37）

オーストラリア

日本

ヒル・オクスレー（65）

ローリー・フォード（60）

ロビン・ヒューイット（56）

ウィル・オクスレー（32）
ピーター・デランジ（41）

オーストラリア

オーストラリア

サイモン。ドライデン（38）
デビツド．プライス（27）
オレグ．マラコフスキー（37）

スコット．モーガン（26）

オーストラリア

オーストラリア

ロシア

パプアニューギニア

アメリカ

オーストラリア

ニュージーランド.

テレーザ・ミシェル（27）
セルゲイ.シボテンコ（37）

エリザベス・ウォードレー（18）

ジェラルド・フッド（71）
ロブ・ドウルーリー（52）

ジュリー・アンダーソン（30）
ジョン・セイヤー（42）帽

一
一
打 ロレル・チャブマン（34） イヴォンヌ・ディグルータ（29）

－7‐
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陛一■…々～＝画i＝’

’’JASREPへの鋤ﾛについて 常務理事加藤r義

会員の皆さんJASREPをご存知ですか。らず、任意の参加ですが、費用は海上保安洋レース、又は太平洋横断単独クルージン三

これは日本の船舶位置通報制度で、Japanese 庁の指定海岸局に通報すれば全くかかりまグ等を計画するときは､JASREPを思い浮胤

ShipRep…sy…略芳です｡(米圃IZせん｡"､総卿繊箪憩熱ら丈＃は船舶位置通報制度としてアンバー(AMVER)NORCの外洋帆走艇も対象船舶ですが、

システムがあります｡）小人数の小型艇で一定方式の通報を定時に書［保警救59号の2平成10年8月20日宛Ⅲ」

JASREPは海_上保安庁において、船舶から行うことは煩墳であり、又、無線機の出力（社)日本外洋|帆走協会戸田邦司殿発信定

通報される情報､即ち航海計画､位置通報も小さいことから､皆無に近かったのでは者海上保安庁警備救難部長桑原康記Wi
等の情報を基にして、海上保安庁のコンビないかと思っております。しかし、1991年件名JASREP参加促進運動について（依（）

ﾕー ﾀー でその船舶の動静を把握するｼスのグｱﾑﾚー ｽ遭難事故の際は､捜索に海頼)]が来ました｡会員の方でJASREP通報,1
テムです。この制度は1985年度から開始さ上保安庁はJASREPを活用しました。を必要とするときは、NORC本部か最寄り
れました。参加は法律により強制されておこのようなことから日本を遠く離れる外の海上保安部署にお問い合わせください。

●舟●OCG●●①●●●●●●●●●●◆●●●●●●●①｡●●DC●色●●毎●cGo心CQ●e●①●●●●●●●●●●●●●C●●●●●●e合の●●座●●●●●｡｡●●｡､●●O●●●●●●●●●●令●●g①■●句働●●分●｡①歩●むむ●｡●●●●●●●

卜’（ リス

§会員コード／会員名
会員コード／会員名

:AWm/下江浩Am341/藤井健太郎
AM4014/松村浩三A2銘剥"/植木正裕A20M25/i;!柳ｲIII也AmM2/蒔田利彦。

:AM7im7/三好章夫AM7114/中村武
A2眼犯195/今西朧治A2M2W/高本信義AmM/平沢裕愛A2眼扣327/中森政義

:A2画鎚／平田喜裕A釦8帥23/稲葉俊彦
AM1171/渡辺明彦A2W2177/堀川和-A2MOM/本杉成美A2"llm/谷昇｡

:A2d)1115/角南源五AW1129/伊藤通雄へAM121/高木信之A2MM1"/川原康胴AMM4174/満水秀--A2"il%/蓬田俊寛
:Nl"l94/打浜恒夫

AM)51帥／大西馨A2W11/岩崎浩典A恥Xn54/東谷一弘A2M162/高、弘一｡
:NI(Xm22/藤井勇造N2Ml%/杉ll_|洋子

AW7(jiO/琳井宗叫A3"70"/飯島実和子DIM7N2/力ll縢寛論GIM315/岡元裕二
:N2叩狐)/越、襄Nm359/今井柳彦

G2的釦1l/石lll;漉太H2"lN5/奈良司W"7/竹内幸一郎12M349/泉浄彦、

1MM/土井誠12Mi71/高瀬茂1W73/i!略英樹1"14/佐藤邦俊:N2JI84/烏消史
:N2m20/石垣紀行Nm747/鈴木基之

Im592/辰重懲IJI12M5"/新宅信彦"2/川村孝博I…31/佐々田一。

Im770/中谷光良12M776/岡崎正典I"/MIII邦政W44/松岡芳徳:N2ml072/吉川伸利
:SIO8M12/長谷川至SW59/村上義雅

I…9／久富智mm76/吉村宏Klm1659/_上|Ⅱ倫弘KM1572/村上誠治。
:S"77015/東新

KW730/高l11智光NIN1376/市村重俊Nlm1B4/松岡弘道Nm722/桜井慎也
:S2078m7/細井信雄SMM2/小川寛

N…12/黒原啓介NM1242/中村和人Nm1434/西岡俊和N狐1Ji/黒瀬享．
:Tm74qM/森英範

Nm1544/大杉尚之N刎l帥2/和田勇治Q1冊鋤43/_上野敏範Qm""/藤田健一
:Tm74m2/新一雄TM77"/谷本秀樹

Q郡)Ml/末吉智QWlO/坂元善行QM)M)l1/真野美詠子Q”4ml/冨永成幸。
:TIm77017/伊藤寿T207Wil/牛場一郎

sMM2/m'1]武美Tml髄／福田義人T釦7M10/II1品一清T畑沁49/深見和樹
:Tm7帥13/松本竜雄T畑馳51/小ⅡI由男

T郡)"17/伊藤裕二T狐3M7/山本恵輔TMW70/榊原行洋TW10"/坂井朗．
:TM7M3/水上敬-T2肥別15/東淳介

T2"lW3/鈴木栄作
:TMM23/川中直樹

●●ゆ●中の●●｡●●●の●●｡③●●b●●●蝉●●＠B●④■抄$奄心心心■心●●●●●口嘩｡●◆｡●｡●秒●eの●●｡●●◆●ece●●･●●●●の#●も●●｡e●●■p●OGDo●G●●●●｡●●◆｡●申●●争棒●句●時④⑪的争●守⑧⑤●忠ら●③の●

舟艇登録シール瓢〃
登録艇は貴艇の見やすい場所に貼り付けをお願いします

へ

本年度からNORC船艇登録規程を改正し、舟艇登録料が一律一艇につき10,m円になりました。

また、本年5月24日開催された理事会・代議員会・総会の席上で、今後艇に貼る「舟艇登録シー

ル」のデザインの投票が行われました。その結果、｜司封のシールに決定いたしました（写真参照)。

8月末までに特別会員（舟艇登録者）に郵送いたしました。貴艇の見やすい箇所（マスト・ブー

ムなど）に貼り付けていただくようお願いいたします。

編・集・後・記

ヨット界統合問題は寄附行為に対する運

輸．文部両省の統一修正案が提示されてい

よいよ大詰めである。

NORC本部の会議室も連日の会議で大賑

わいである。各委員会各位や各支部委員会

のかたがたも実に良く活動されていて、当

協会の人材量と底力を感じさせられてい

る。代議員改選に関する予告や代議員会開

催のお知らせが出てあわただしい中での

261号の発行となった。

協会の歴史を見続けてきた小誌である。

この良き伝統を語り継いで行けるよう1号、

1号を大切に発行して行きたいというのが

今の編集子の願いである｡(N)

国際セーリング連照
ケース･ブックⅧ997~2000

1SAF編蒙／翻訳監修(財)日本ヨット協会ルール委員会

A5半|｣/160頁／定価本体2,000円（税別）

ヨットレースにおけるさまざまなケースを解説した「国際ヨ

ット競技連盟判例集」の全面改定版。1997年のルール大幅改

定に合わせて新たに91例のケースを選び直し、ケースの要約、

そして裁決の結果を関連する規則とともに解説した。
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